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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第３区分
【発行日】平成31年1月10日(2019.1.10)

【公開番号】特開2017-129322(P2017-129322A)
【公開日】平成29年7月27日(2017.7.27)
【年通号数】公開・登録公報2017-028
【出願番号】特願2016-9717(P2016-9717)
【国際特許分類】
   Ｆ２４Ｆ  13/24     (2006.01)
   Ｇ１０Ｋ  11/178    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２４Ｆ   13/24     ２４７　
   Ｇ１０Ｋ   11/16     　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成30年11月26日(2018.11.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転軸に垂直に設けられた吸気口より吸気を行う遠心ファンと、
　前記遠心ファンの前記吸気口の上流側に配置した円筒形の能動消音風路を有する能動消
音装置と、
　前記遠心ファンと前記能動消音装置とを内包して両者を接続する拡大空間と、を備えた
送風装置であって、
　前記能動消音風路と前記遠心ファンとは、前記能動消音風路の中心軸と前記回転軸とを
縦横の関係で配置され、
　前記能動消音装置は、前記能動消音風路の側壁に、気流の上流側よりスピーカと下流マ
イクをこの順に配置して構成され、
　前記能動消音風路には、前記側壁上の前記中心軸に沿った母線において、対向する一対
の母線の長さが最も長い最長母線と最も短い最短母線とになるように前記中心軸に対して
傾斜を有して形成された開口であって、気流の下流側の開口である下流側開口が形成され
、
　前記最長母線に接する仮想平面と前記回転軸とは、前記回転軸の方向で平行になるよう
に配置され、
　前記下流マイクは、前記最長母線側で、かつ前記最短母線側の前記下流開口部の端部よ
りも気流の上流側に配置されていることを特徴とする送風装置。
【請求項２】
　前記下流側開口は、前記下流側開口の端部から前記下流マイクまでの直線距離が前記最
長母線上で最小になるように形成されていることを特徴とする請求項１に記載の送風装置
。
【請求項３】
　前記能動消音装置は、２つの前記能動消音風路を並列に並べて一体風路とし、
　２つの前記能動消音風路は、それぞれの前記最短母線側を隣接して配置されていること
を特徴とする請求項１に記載の送風装置。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　従来、ダクト構成の能動型消音装置としては、薄板鋼板製の角型ダクト１０１の内部に
上流側から適宜間隔をそれぞれ設けて順次付設された内部原音のリファレンスマイク１１
１、消音用スピーカ１１２、エラーマイク１１３と、これらをそれぞれ接続した演算制御
器１０２とから構成されるものが知られている。この場合、図８に示すように、角型ダク
ト１０１の場合には隅部にマイクロホン用区画１０４を設けてリファレンスマイク１１１
、エラーマイク１１３をそれぞれ配設している。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　そして、本発明に係る送風装置は、回転軸に垂直に設けられた吸気口より吸気を行う遠
心ファンと、遠心ファンの吸気口の上流側に配置した円筒形の能動消音風路を有する能動
消音装置と、遠心ファンと能動消音装置とを内包して両者を接続する拡大空間と、を備え
る。能動消音風路と遠心ファンとは、能動消音風路の中心軸と回転軸とを縦横の関係で配
置されている。能動消音装置は、能動消音風路の側壁に、気流の上流側よりスピーカと下
流マイクをこの順に配置して構成されている。能動消音風路には、側壁上の中心軸に沿っ
た母線において、対向する一対の母線の長さが最も長い最長母線と最も短い最短母線とに
なるように中心軸に対して傾斜を有して形成された開口であって、気流の下流側の開口で
ある下流側開口が形成されている。最長母線に接する仮想平面と回転軸とは、回転軸の方
向で平行になるように配置されている。下流マイクは、最長母線側で、かつ最短母線側の
下流開口部の端部よりも気流の上流側に配置されており、これによって所期の目的を達成
するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明に係る送風装置は、回転軸に垂直に設けられた吸気口より吸気を行う遠心ファン
と、遠心ファンの吸気口の上流側に配置した円筒形の能動消音風路を有する能動消音装置
と、遠心ファンと能動消音装置とを内包して両者を接続する拡大空間と、を備える。能動
消音風路と遠心ファンとは、能動消音風路の中心軸と回転軸とを縦横の関係で配置されて
いる。能動消音装置は、能動消音風路の側壁に、気流の上流側よりスピーカと下流マイク
をこの順に配置して構成されている。能動消音風路には、側壁上の中心軸に沿った母線に
おいて、対向する一対の母線の長さが最も長い最長母線と最も短い最短母線とになるよう
に中心軸に対して傾斜を有して形成された開口であって、気流の下流側の開口である下流
側開口が形成されている。最長母線に接する仮想平面と回転軸とは、回転軸の方向で平行
になるように配置されている。下流マイクは、最長母線側で、かつ最短母線側の下流開口
部の端部よりも気流の上流側に配置されていることを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１７】
　また、本発明に係る送風装置では、下流側開口は、下流側開口の端部から下流マイクま
での直線距離が最長母線上で最小になるように形成されていることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、本発明に係る送風装置では、能動消音装置は、２つの能動消音風路を並列に並べ
て一体風路とし、２つの能動消音風路は、それぞれの最短母線側を最も隣接して配置され
ていることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　（実施の形態２）
　実施の形態２において、実施の形態１と同様の構成要素については同一の符号を付し、
その詳細な説明は省略し、図５、図６を参照しながら説明する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　また、図６に示すように、能動消音風路３８、３９において、センサマイク１８は、最
長母線２８上、かつ中心軸２１方向で最短母線２９側の下流側開口２３よりも上流側に設
置されている。さらに、センサマイク１８は最長母線２８上に配置して、下流側開口２３
の端部３０までの直線距離３１は、他の端部３０までの直線距離３２よりも小さくなるよ
うに下流側開口２３の形状を調整している。これにより、端部３０の渦３６をセンサマイ
ク１８から所定の距離以上に遠ざけ、かつ定在波の影響を緩和できるので、センサマイク
１８の位置とエラーマイク１９の位置における相関性を高め、消音効果を大きくすること
ができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】
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